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法
改
正
を
受
け
て
、

2
8
年
度
か
ら
新

体
制
と
な
っ
た
農
業
委
員
会
で
は
、
農
業

委
員
と
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が

連
携
し
て
合
同
会
艤
や
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
、

研
修
・
研
鑽
に
取
組
ん
で
い
ま
す
。

農
地
の
適
切
な
管
理
・
活
用
を
今
後
も

推
進
し
て
い
き
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

戯業委員と隈地利用最適化推進委員の合同会諮を開催し、

惜報交換や研修等を実施しています。

7・8月に全市内の合同脳地パトロールを実施しました。

この調査結果は遊休脳地対策や脳地の有効活用の推進

に生かされます。

農地パトロールは、
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農地中間管理機構（千葉

県知事の指定機関）を利

用して農地を貸した場合

はこんなメリットがありま

す！

① 地権者の意向を確認し

たうえで、「機構」が適切

な貸付先を選定するので

安心！

② 賃借料は「機構」が耕作

者から徴収し、地権者に

支払われるので安心！

③ 賃借期間が満了すれば

農地は必ず地権者に戻

るので安心！

④ 手続きは、市農政課がサ

ポートするので安心！

⑤ 一定の要件を満たせば

協力金の交付が受けら

れる！

国
の
重
点
事
業
で
平
成

2
6
年

度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
農
地
中
間

管
理
事
業
の
活
用
が
、
我
孫
子
市

で
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
一
定
要

件
を
満
た
せ
ば
交
付
金
受
給
等
の

メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
の
で
、

・
高
齢
で
農
業
後
継
者
が
い
な
い
。

・
相
続
し
た
農
地
を
貸
し
た
い
。

•

今
後
は
規
模
縮
小
す
る
の
で
水

稲
作
は
や
め
た
い
。

な
ど
で
対
策
を
お
考
え
の
方
は
、

ま
ず
は
、
農
業
委
員
会

・
農
政
課

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

江蔵地地区では・・・， •
集落座談会を経て約5. 15 !h a1(.3t ' We;>~)~ の
水田を担い手農家に集積~!

江蔵地地区の田は約 16haですが、昨年

度末から話合いが進み、約 34%の田が担

い手農家に集積されました。この取組みに

は中間管理事業が活用され、条件に応じて

国の交付金が交付されることになります。

座談会等を通じ、 農家の皆さんの中で農

地中間管理機構への信頼と利用メ リットの

理解が深まったこ とが実績につながりました。

現在、他の地区の集落でも話合いを進め

ることが計画されています。

提出は

1月10日まで！

毎年 1月 1日現在の農地

の耕作状況や所有農機具な

どの実態調査を実施してい

ます。

農地の権利移動や諸証明

の発行の手続き等で重要な

役割を持ちますので、必ず

1提出いただきますようお願

I 
lいいたします。

： 提出期限は1月10日で

：す。
I 
I _________________ _ I 

我孫子市の単独事業で平成

28年度からスタートした農

地集積奨励金制度が好評です。

この奨励金は、市内の担い

手農家に農地を貸し付ける場

合に限られますが、貸す側に

も借りる側（担い手農家）に

も双方に交付（新規設定と再

設定で設定期間別に奨励金額

が異なります11下表参照）さ

れるメリットがあります。

今年度、すでに、この奨励

金の対象となる農地の賃貸借が21ヘクタールを超

えることが見込まれています。

農地の貸し手にも借り手にも魅力のある補助制度

で、農業委員会でも市内農業の活性化のために推奨

していますので、積極的にご活用ください。

~1昔権設定の 賃借権設定の期聞 奨励金単価
区分

3年以上6年未満 7,500円/lOa

新規設定 6年以上 10年来満 15,000円/lOa

1 0年以上 20,000円/lOa

3年以上6年未酒 4,000円/lOa

再設定 6年以上 10年未洒 8,000円/10a

1 0年以上 12、000円/lOa
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高
齢
化
や
労
力
不
足
で
悩
む
農
家
か

ら
は
、

「ト
ラ
ク
タ
ー
で
管
理
し
て
い
る

だ
け
の
畑
を
ど
う
に
か
有
効
活
用
し
た

い
」
「
誰
か
借
り
手
が
い
れ
ば
貸
し
た

い
」
と
い
う
声
を
聞
き
ま
す
。

一
方
、
都
市
住
民
の
皆
さ
ん
の
中

に
は
「
身
近
に
使
わ
せ
て
も
ら
え
る

農
地
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
野
菜
づ
く
り
を

し
て
み
た
い
」
と
い
う

ニ
ー
ズ
が
あ

り
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
市
で

は、

「
農
家
開
設
型
の
ふ
れ
あ
い
体
験

農
園
」
の
普
及
を
進
め
、
現
在
、
市

内

1
5
箇
所
で
、
農
家
の
方
が
体
験

農
園
を
開
設
・
運
営
し
て
い
ま
す
。

農
地
は、

農
家
に
対
し
て
も

一
般

市
民
に
対
し
て
も
、
必
要
な
法
手
続

き
を
抜
き
に
し
て

「貸
し
借
り
」
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
体
験

農
園
は

「
農
園
利
用
方
式
」

に
よ
る

簡
易
な
契
約
と
ル
ー
ル
で
運
営
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

農
園
運
営
の
要
領
は
、
農
政
課
で

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
開
設
の
た
め
の
整
備
費
用

や
運
営
管
理
費
へ

の
補
助
制
度
も
あ

り
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（担
当

・
農
政
課）

． 

Q, 農地法の許可手続さは？

転用や農地の賃借権などの権利

設定を行わなければ、 基本的に農地

法の手続きは不要です。

Q. 施設や設鍋lさとうすれほ？

看板の設置と区画割は必要です。

設備等の決まりはありませんが、利

用者にとっては、井戸や残菜置き場

などがあると便利です。

*~ の他、一定の施設を設ける場合
や「貸付」を行う場合lさ、農地法等に
基づく手続さが必妻になります。． 

市街化調整区域の農地 市街化区域の腰地

対象面積の基準 1,000吋以上 500吋以上

鴫籠欝の整備費 経黄の 1/2 C上限 50万円）

畑の場合 I 1区画当り 1,000円／年

田の場合

管補理助運営経費への 10~20アールの腹園

20,000円I年

20アール以上の農園

40,000円／年

蒻鯰譴祭等の 経費の 1/2 (上限5万円）

この情報は相対の契約事例です。（参考として提供）

◎ 1 0アール当たりの年間賃貸料（円）

区域lg:,I:;: I ~ ごI ~f~:o I ;~: 
全域

田 15,000 21,600 10,400 40件

＊金額は箕出結果を四捨五入 (100円単位）した値

＊貿借料を米で物納している場合は、米 60kg当たり
10,400 P3に換箕

（
平
成

2
7
年
度
分
）

農
地
の
賃
惜
料
情
報
の
提
供

．
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か ―-
んlされ 9

輝財晨畜

タイ野菜を中心に販路開拓

平成24年に就農して、 現在は約2.5haの畑を耕作！

．
 
．
 

卸めりんだ

代
表
取
締
役
の

高
梱
昌
之
さ
ん

欄
め
り
ん
だ
は
、
平
成
2

4
年
に
我
孫
子

市
で
新
規
に
就
農
し
た
法
人
組
織
で
す
。
パ

ク
チ
ー
な
ど
の
タ
イ
野
菜
を
中
心
に
精
力
的

に
販
路
開
拓
に
取
り
組
み
、
当
初
、
約
1

へ

ク
タ
ー
ル
で
ス
タ
ー
ト
し
た
経
営
耕
地
が
現

在
は
約

2
.
5
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
ま
で
拡
大
し

て
い
ま
す
。

役
員
4
人
の
平
均
年
齢
は

3
7
歳
の
若
さ
。

代
表
の
高
橋
昌
之
さ
ん
は
「
ど
ん
ど
ん
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
て

『農
業
は
面
白
い
ぞ
！
』
と
い
う
こ
と
を
多
く
の

人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。」

と
語
っ
て
い
ま
す
。

今
後
の
更
な
る
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

農
業
委
員
会
で
は
、
農
家
後
継
者
も
含
め
て
多
様
な

担
い
手
の
育
成

と
支
援
に
引
き

つ
づ
き
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま

す
の
で
、
地
域

農
家
の
皆
さ
ま

の
温
か
な
ご
理

解
と
ご
指
導
を

よ
ろ
し
く
お
願

い

い

た

し

ま

す。

農地や担い手

育成のこ相談

は農業委員 ・

推進委員まで！

農業委員

大炊 三枝子

須藤喜一郎

成島誠

大井栄一

嶺岸勝志

中野栄

宮久保勝

田村星寿

根本博
三須清一

担 当 区 域

香取典男

渡邊 一郎

加賀文志

田村正明

齊藤剛廣

長島操

布施布 施 下 北 新 田 久 寺 家 つ く し 野 台 田 根 戸

呼塚新田 船戸白山本町緑寿我孫子栄泉

天王台柴Ii奇柴崎台日の出青山青山台南青山

我孫子新田高野山高野山新田 東我孫子下ヶ戸岡発戸新田

都部村新田岡発戸 都 部 湖 北 台 上沼田 中峠台中峠（上）

中峠 （ 下 ） 中 里 古 戸 日 秀 中 里 新 田 日 秀 新 田 中 沼 田

下沼田

新木新木野南新木新木村下江蔵地布佐平和台

浅間前浅間前新田布佐布佐 1丁目布佐酉町都

相島新田布佐下新田 三河屋新田新々田

根戸新田

並木

大作新田

相島

§ 編集後記 §

今期から農業委員会だより

の編集委員体制を整えました。

皆さまのご意見 ・感想をお待

ちしています。

【編集委員】

農業委員 須藤喜一郎

嶺岸勝志

田村正明

長島 操

推進委員

古
川
鉄
夫
豆
（
都
部
新
田
）
の

自
慢
の
「玄
米
」
に

』

I
―

―

 

-

l
1

月
1
9
日
に

「あ
び
こ
ん
」
で

—

―

―

 

一

開
催
さ
れ
た
第
3

5

回
農
業
ま
つ
り

—

―

―

 

一
の
共
進
会
で、
古
川
鉄
夫
さ
ん
（
都
部

―

―

―

 

一
新
田
）
の
「
玄
米
」
が
農
業
委
員
会
会

一

一
長
賞
に
選
ば
れ

一

一[
〗
[
ニ

―

-
「
ト
マ
ト
」

が

代

一

受

ー
選
ば
れ
ま
し
た
。

一


